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クーリングオフは「８日の縛り」がない 
場合もあります・・・だから、あきらめないで！  
既報(今年２月２０日付緊急号外号)で案内のとお

り、訪問販売や訪問買取といった特定商取引法の対

象となる業種にかかる商品※につき、契約日から８

日(マルチ商法などは２０日：以下同じ)以内であれ

ば、消費者(顧客)は無条件で解約できます。 

        ※一部、クーリングオフの対象外製品があります。 

最近問題となっているのが、サブスク(定期購入)契約の認識が契約当事者に

なく、１回限りの契約と思っていたが、実は定期契約購入となっていたとの被

害が続出しています。高齢者の中には、被害に遭っているとの認識すらないケ

ース(知らずに代金を支払い続けていること)もあり

ます。 

こうした被害を少しでも食い止めるのがクーリン

グオフ制度ですが、制度自体を理解していない消費

者、あるいは契約日から８日(２０日)が経過すると、

制度の有効期間を失い救済できなくなってしまうと

機械的に理解している方も少なくありません。 

クーリングオフ制度には、消費者保護の立場に立って、

その除外規定があり、たとえ契約日から８日(２０日)経過

しても、契約解除の主張が可能な場合があります。その代

表的な事例を以下に紹介します。 

(1)クーリングオフ実施期間制約の例外 

(2)他の法制度規定、売り手側の明らかな瑕疵がある場合。 
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(1)契約書の内容に不備がある場合は、起算日が定まらず、よって日数制約の条

件がなくなり、いつでも解約が可能となります。 

(2)例えば、当初の契約時に「(本当はできるのに)クーリングオフは適用されな

い」と説明がされていたり、脅迫めいた手段で契約を迫った場合、改めて正し

い契約日となった日が起算となります。それ以外でも、多量の商品購入、上記

サブスクなど長期契約の場合の中途解約、更には、ウソの告知、不利益事実の

不告知、その他違法な勧誘があった場合

も、契約そのものの取り消しが消費契約

法の規定で可能です。 

 いずれにしても、契約時にそうした事

実があったことを立証することが重要で

す。契約書の控え(コピー)の保管、契約の様子を録音すること
が無理でも、それを自身の記録(メモ)にしておくことが大切です。 

 以上を、消費者自ら判断し即座に行動へ移すのは難しいので、もし「なんか

だまされたかなぁ」「相手業者の態度や振る舞いがおかしい」「やはり解約し

たい」等と感じたら、躊躇せず、消費者センター(☏１８８)に電話で
相談しましょう。秘密は守られるので、もし家族に知られたくない場合も、

大丈夫です。「だまされた自

分が悪い」との一言で片付

けてしまわないように心が

けましょう。 

 本件の更に詳しい内容は、

別添の消費者庁提供パンフ

レット「あなたの契約、大丈

夫？(４頁もの)」を是非ご一

読ください。 

本紙面は以上です。 


